
 
～ご利用に際してのお願い～ 

カルタの利用に際して、特に制限はありませんが、 

学校等の福祉教育で利用される場合は、問い合わせ先まで 

ご一報下さいますようお願い致します。 

また、小学校高学年以上を対象とした、ワークシートの準備が 

あり、提供可能です。障害のある当事者の講話を取り入れて 

いただくと、より学びが深まります。 

当事者の講師派遣については、主に瑞穂区内を対象に、 

ご相談に応じます。 

詳しくはお問い合わせください。 

 

①  読み札を読む 

②  絵札をとる 

③  絵札をとった人が裏面の  を読む。 

④  感じたことをみんなで話す。 

このカルタは、瑞穂区障害者自立支援連絡協議会の当事者部会で聞か

れた、障害のある当事者や家族の「声」をもとに作成しています。 

みんながお互いに「知って」「気づいて」「思いやり」をもって生活して

いける瑞穂区を作っていきたい、という思いを込めた、カルタです。 

社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団  

瑞穂区障害者基幹相談支援センター 
名古屋市瑞穂区弥富町月見ヶ岡 5 NTT西日本八事ビル 1階 

TEL 052-835-3848 FAX 052-835-3743 
メール sien@nagoya-rehab.or.jp 

 

印刷について 
用紙：A４サイズ 名刺用紙 １シート 10片 1片サイズ91×55mm 

   両面印刷可 のものをご使用下さい。 

注意：読み札は、片面のみ印刷 

   絵札は、片面印刷し、その裏面に｢声｣を印刷(向きに注意!) 

   サイズを変更せずに印刷して下さい。 

説 明 書 

問い合わせ先 

 

裏面には、 

障害のある 

当事者や家族が 

感じていることが 

書いてあります。 


